
 

写真資料の複製使用について 
 
 
 

                                                    国立能楽堂事業推進課調査資料係 

〒151-0051 渋谷区千駄ヶ谷 4-18-1 

TEL 03（3423）1145（図書閲覧室直通） 
 
 

受 付 場 所     図書閲覧室 (国立能楽堂 地下１階) 
 
受 付 日 ・ 時 間     火・木曜日 (図書閲覧室休室日（独立行政法人日本芸術文化振興会 

ホームページ参照）を除く) 
             １０：００ ～ １７：００ 
 
写真資料の種類     Ａ．公演記録写真 
              Ｂ．館蔵資料 
              Ｃ．図録等に掲載した写真 
 
使 用 基 準 ・条 件 
 
● 使用される写真はご来室のうえお選び下さい。 
● 能楽の研究・普及に役立つと考えられる学術書、または能楽とその関連事項を紹介するため

の書物・記事での使用に限ります。(商品広告等への使用はお断りしております。) 
● 使用にあたっては、写真の画面を加工したり､デザイン化したりすることはお断りいたします。 
● 使用に際しては、当該出版物に｢国立能楽堂提供｣の旨を明記して下さい。 
● 申込書に記載した目的以外に写真を使用することはできません。 
● 写真の複製使用によって著作権上の問題が生じた場合は、すべて申込者がその責任を負うも

のとします。 
● 写真借用期日は必ずお守り下さい。 
● 使用後は直ちに写真を返却し、掲載した出版物等を 1 部提出して下さい。 
● 写真資料はご来室のうえご返却下さい。 

返却時には  ①写真 
       ②資料借用証(返却印を押印します) 

を必ずご持参下さい。 
やむを得ず、ご郵送になる場合も、上記①②を必ずお送り下さい。②は返却印を押印した後、 
お返しいたします。 

 
 
複 製 使 用 料     写真 1 点 1 回につき 

 
     独立行政法人日本芸術文化振興会所蔵資料 3,240 円 
     その他                 1,080 円 
 
◎ お支払いは写真引渡し時に現金でお支払い下さい。振込みでのお支払いをご希望の場合は、

事前にお知らせください。請求書を発行いたしますので、期日までにお振り込み願います。 
◎ 営利を目的としない複製使用の場合は、複製使用料を免除できる場合がありますので、ご相

談下さい。 
◎ デュープ等の作製実費は、指定現像所に直接振り込んでいただくことになります。 
 



 
写真資料複製使用の手順 
 
Ａ．公演記録写真 
 
国立能楽堂自主公演は、原則としてすべてカラー、モノクロで記録撮影を行っています。 
カラーはポジフィルム、モノクロはネガフィルム(ベタ焼きで閲覧できます)の状態で保存されて

います。 
複製使用に際しては、出演者の承諾が必要です（能楽協会が権利処理業務を行います）。 
 
１． 公演記録カード・公演プログラム等で希望の演目を選び、閲覧請求票に演目・公演日・ 

公演名とカラーまたはモノクロの別を記入してご請求下さい。 
２． 請求された公演記録写真をお見せしますので、ご希望のものをお選びください。 
３． 写真が決まりましたら、プログラム等で写っている出演者をご確認ください。 
４． 使用に際しては、出演者の許諾が必要です。出演者への利用許諾手続きは原則として能楽

協会が行っておりますので、利用希望写真の写しをお持ちの上、能楽協会へ許諾手続きの

申請をしてください。（写真の写しは当方でお渡しいたします。）能楽協会に手続きを委託

していない出演者につきましては、協会にお問い合わせください。 
 

＊公益社団法人能楽協会 〒１６９-００７５ 
東京都新宿区高田馬場４－４０－１３双秀ビル 
電話 ０３（５９２５）３８７１ 
FAX ０３（５９２５）３８７２ 

 
５． 承諾が得られましたら、 

① 資料複製・使用申込書 
② 能楽協会または出演者の承諾書(写しでも可) 
③ 企画書(書式の規定なし) 

 
上記の３点をそろえてお申し込み下さい。使用許可がおりましたら、ご希望の写真の複製 
（デュープ(6×6、4×5 等)・プリント(キャビネ版)等）を作製いたします。複製には若干の

日数がかかります。また、複製にかかる実費はご負担いただくことになりますので、あらか

じめご了承ください。 
６． 準備ができ次第、連絡を差し上げます。上記受付日にお引取り願います。お引き取りの 

際、借用書を発行いたしますので、ご印鑑をご持参下さい（お越しになる方の認印で結構

です）。 
 
Ｂ．館蔵資料 
 
① 国立能楽堂所蔵の能面・能装束・絵画・文献等はすべての資料を撮影しているわけではあり

ませんので、必要とする資料・写真があるかどうか事前に係までお問い合わせ下さい。 
② 写真がない場合は、指定する日時・場所で自写していただくことになります。自写に要する

経費は申込者の負担とします。 
③ 撮影したフィルム等は使用後国立能楽堂へ寄贈して下さい。 
 
 
Ｃ．図録等に掲載した写真 
 
国立能楽堂特別展示図録に掲載した写真のうち、国立能楽堂が撮影した写真は所蔵者の承諾を得

ていただいた上で、複製使用できます。 
希望の写真が使用できるか否かは、係までお問い合わせ下さい。 


